
（1）提出者等に関すること
問 答

8
一次審査の要件である主要業務実績について､

類似用途とあるが、類似の判断基準は

大学でも食堂でも、その他応募者が関連する

と判断されるなら特に縛りはない。また、新

築でも改修でも制限はない

●よくある質問

1
提出者は設計もしくは施工の単独企業では提

出できないのか
設計と施工のコンソーシアムとしてください

2
A建設一級建築士事務所とA建設が組む場合は

どうなる

設計・施工でそれぞれ所定の有資格者を専属

で配置できるのであれば可能

3
上記の場合の提出者名（グループ名）はどう

する
提出者名は連合体と言うことが分かれば可

4 代表者名と担当者名の関係は
代表者名は企業の代表者でも可で、担当者で

なくてもよい

7 施工者に必要な建設業の種類は 建築一式で可

5
代表者は設計事務所の方でないといけないの

か
代表者は設計・施工どちらでも可

6 途中で担当者が変わる等のことは可能か
一次審査に大きな影響がなく、同一事業所間

でのやむを得ない変更は認める


